
魚津市告示第165号 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和７年９月１日 

 

魚津市長　　村椿　晃　 

 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号。

以下「規則」という。）第21条の規定に基づき、魚津市水田土作り支援事

業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（補助金の交付） 

第２条　市長は、高品質で安全・安心な魚津米の安定的な生産及び肥料価格

高騰対策を推進するため、有機物を積極的に活用し、将来を見据えた環境

に優しい土作り・稲体作りを進める市内の農業者に対して、予算の範囲内

において補助金を交付するものとする。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）　魚津市内において農業を営む者 

（２）　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）により本市の住民票に記

載されている者又は市内で生産場を有する法人 

（３）　農業を令和８年度も継続する者 

（４）　規則附則第２項に規定する市税等を滞納していない者 

２　前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号

のいずれかに該当する者であるときは、補助金の交付の対象としない。 

（１）　魚津市暴力団排除条例（平成24年魚津市条例第１号）第２条第２

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第１号に

規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者 

（２）　前号に掲げる者のほか、補助金の趣旨に照らして補助対象者とす

ることが適切でないと市長が認める者　 

（補助対象面積及び補助金の額） 



第４条　補助対象面積及び補助単価は、次の表のとおりとする。ただし、補

助対象面積は、１アールを１単位とし、１アール未満の面積がある場合は、

これを切り捨てる。　 

２　補助金の額は、補助対象面積に補助単価を乗じて得た額とし、令和７年

産営農計画書の水稲作付面積を上限とする。 

（交付申請書の添付書類の様式等） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）

は、魚津市農業協同組合（以下「組合」という。）に対し、補助金の交付

に係る申請その他一切の行為を委任するものとする。 

２　前項の規定により委任を受けた組合は、令和７年11月20日までに、魚津

市水田土作り支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、一括してこれを市長に提出しなければならない。 

　（１）　前項の規定により委任を行った交付申請者（以下「組合経由申請

者」という。）の内訳（別紙） 

（２）　組合経由申請者ごとの委任状兼同意書（様式第２号） 

（３）　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

　（交付の決定及び通知） 

第６条　市長は、前条第２項に規定する申請書の提出があったときは、その

内容を審査し、補助金の交付の可否について決定し、魚津市水田土作り支

援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により、組合に通知するもの

とする。 

２　市長は、前項の規定による審査により補助金の交付が適当でないと認め

るときは、補助金を交付しない旨を組合に通知するものとする。 

　（概算払請求） 

第７条　補助金の交付決定を受けた組合（以下「補助組合」という。）は、

魚津市水田土作り支援事業補助金概算払請求書（様式第４号）により、補

助金の概算払を請求することができる。 

（実績報告） 

第８条　補助組合は、組合経由申請者に対して補助金を交付したときは、魚

津市水田土作り支援事業補助金実績報告書（様式第５号）に次の各号に掲

 堆肥の 

種類

補助対象面積 補助単価

 牛糞堆肥　　 

豚糞堆肥

水稲の令和７年産作付面積のうち、１アー

ルにつき100キログラム以上の堆肥を散布し

た面積

１アールにつき

50円以内

 鶏糞堆肥 水稲の令和７年産作付面積のうち、１アー

ルにつき10キログラム以上の堆肥を散布し

た面積



げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）　組合経由申請者ごとの補助金の支払を証する書類の写し 

（２）　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

（額の確定） 

第９条　市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内

容を審査し、適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

魚津市水田土作り支援事業補助金額の確定通知書（様式第６号）により、

補助組合に通知するものとする。 

　（補助金の交付決定の取消し） 

第10条　市長は、補助組合及び組合経由申請者が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

（１）　規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

（２）　偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。 

（３）　前２号に掲げるもののほか、市長が交付決定を取り消す必要があ

ると認めるとき。 

（補助金の返還） 

第11条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を求め

るものとする。 

　（関係書類の保存） 

第12条　補助組合及び組合経由申請者は、補助事業に係る経費の内容を明ら

かにするため、会計帳簿及び関係証拠書類を備え付け、補助事業の完了し

た日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

　（その他） 

第13条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

市長が別に定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この告示は、公表の日から施行する。 

　（この告示の失効） 

２　この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この告

示の失効前に第６条第１項の規定による交付決定をした補助金の取扱いに

ついては、この告示の失効後もなおその効力を有する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

年　　月　　日 

 

魚津市長                      宛 

 

所　在　地 

団　体　名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金交付申請書 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金を交付されるよう魚津市水田土作り支援

事業補助金交付要綱第５条第２項の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１　交付申請額　　　金　　　　　　　円 

 

２　対象者数　　　　　　　　　　　　人 

 

３　添付書類 

　（１）　組合経由申請者の内訳（別紙） 

（２）　組合経由申請者ごとの委任状兼同意書（様式第２号） 

（３）　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 



様式第２号（第５条関係） 

委任状兼同意書  

 

年　　月　　日 

 

魚津市長　　　　　　　　　宛 

 

委任・同意者　住　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 

 

 

私は、下記の者に、令和７年度魚津市水田土作り支援事業補助金の交付申

請その他一切の行為を委任します。また、「誓約・同意事項」について誓約

し、及び同意します。 

　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　記 

 

所　在　地　魚津市北鬼江二丁目14番５号 

 

　　　　団　体　名　魚津市農業協同組合 

　　　　代表者氏名　代表理事組合長　松﨑　映憲 

 

「誓約・同意事項」 

 

１　農業を令和８年度も継続すること。 

２　本申請書及び添付資料について、虚偽でないこと。 

３　暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していな

いこと。 

４　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたこと又はこの要綱の

規定に違反したことが判明した場合は、補助金を返還すること。 

５　魚津市長が、申請審査のため住民基本台帳等に係る個人情報を取得する

こと。 

６　魚津市長が、補助要件を確認するため、関係する者の市税等の納付状況

について取得すること。 

７　魚津市長から、申請の内容に関して、調査、報告、関係書類の提出等の

求めがあった場合は、これに応じること。　 



様式第３号（第６条関係） 

魚津市指令　第　　号 

 

所　在　地 

団　体　名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

年　月　日付けで申請のあった魚津市水田土作り支援事業補助金につ

いて魚津市水田土作り支援事業補助金交付要綱第６条第１項の規定により、

次のとおり交付を決定しましたので、通知します。 

 

　　　　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　魚津市長　　　　　　　　　　　　印 

 

補助金交付決定額　　　金　　　　　　円 

 

内訳は、別紙のとおりとする。 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

年　　月　　日 

 

魚津市長                      宛 

 

所　在　地 

団　体　名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金概算払請求書 

 

年　月　日付け魚津市指令　第　　号で交付決定のあった魚津市水田

土作り支援事業補助金について、魚津市水田土作り支援事業補助金交付要綱

第７条の規定により、次のとおり請求します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　記 

 

１　補助金の交付決定額　　金　　　　　　円 

 

２　補助金請求額　　　　　金　　　　　　円 

 

　３　振込口座 

 

 

 
金融機関名 支店名

 

預金種別
普通・当座・その他  

（　　　）
口座番号

 
フリガナ

 
口座名義



様式第５号（第８条関係） 

年　　月　　日 

 

魚津市長                      宛 

 

所　在　地 

団　体　名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金実績報告書 

 

年　月　日付け魚津市指令　第　号で交付決定の通知があった魚津市

水田土作り支援事業補助金について、魚津市水田土作り支援事業補助金交付

要綱第８条の規定により、その実績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

　添付書類 

（１）　組合経由申請者ごとの補助金の支払を証する書類の写し 

（２）　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類



様式第６号（第９条関係） 

魚津市指令　第　　号 

 

所　在　地 

団　体　名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水田土作り支援事業補助金額の確定通知書 

 

年　月　日付けで実績報告のあった魚津市水田土作り支援事業補助金

について、魚津市水田土作り支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、

次のとおり額を確定しましたので、通知します。 

 

　　　　　年　月　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　魚津市長　　　　　　　　　　　　　印 

 

１　補助金の交付決定額　　金　　　　　　円 

 

２　補助金の額の確定額　　金　　　　　　円



別紙

作付面積（a）
交付申請額

（円）

水 稲 牛糞堆肥(kg） 豚糞堆肥(kg) 鶏糞堆肥(kg) 計

合計

堆肥散布量

組合経由申請者名 住所



別紙

作付面積（a） 補助金額（円）

水 稲 牛糞堆肥(kg） 豚糞堆肥(kg) 鶏糞堆肥(kg) 計

合計

堆肥散布量

組合経由申請者名 住所


